
　○　「流山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」の規定に基づき、施設・事業所ごとに利用定員を定める。

　　　 ※小規模保育事業Ａ型の利用定員は６人以上１９人以下。

　　 　※３号認定は０歳と１・２歳に区分して利用定員を定める。

　○　利用定員は認可定員の範囲内で設定（認可定員と一致することを基本）する。

　○　実利用人数が認可定員を下回っているとき、計画上の確保方策などを踏まえたうえで、認可定員を下回る利用定員とすることも可能。

　○　実利用人数が認可定員を上回っているとき、利用実態に応じて認可定員を引き上げることを検討。

　　　 ※条例に規定するやむを得ない事情がある場合は、利用定員を超えて受け入れ可能。

　　　 ※連続する過去２年度間常に実利用人数が利用定員を超えている、かつ、年間の平均利用率が１２０％以上の場合で、利用定員の見直しが行われない場合、給付費を減算す

　　　　る等の措置を講ずる予定。

　○　子ども・子育て支援法（第３１条第２項、第４３条第３項）の規定により、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業の利用定員を定めようとするときは、子ども・子育て

　　　会議の意見を聴かなければならないとさ れている。

　○　子ども・子育て支援制度では、給付の実施主体である市が、認可を受けた教育・保育施設（認定こども園、幼稚園、保育所）、地域型保育事業所（家庭的保育、小規模保育、

　　　居宅訪問型保育、事業所内保育）に 対して、その申請に基づき各施設・事業の類型に従い、認定区分（１号認定、２号認定、３号認定）ごとの利用定員を定めた上で、給付

　　　の対象となることを確認し、給付費を支払うことになる。

　○　特定教育・保育施設、特定地域型保育事業の受け入れや給付単価は、認可定員ではなく利用定員を基に運用される。

【資料８】第６回子ども・子育て会議

　　　　　　　（令和４年３月２９日）

特定教育・保育施設の利用定員の設定について（認可保育所等）

２．子ども・子育て会議の意見聴取

３．利用定員の設定について

１．確認制度と利用定員について



４．令和４年４月開設予定の特定教育・保育施設の利用定員について

（１）利用定員設定の考え方

　　令和４年４月１日入所児童については、時限的特例措置（期間：令和４年４月１日から令和５年３月３１日）として、以下に基づき利用定員の設定を行うものとする。

　　■令和４年４月１日開設予定　認可保育所について

　　　　・４歳児の利用定員を認可定員のうち、５０％程度と設定する。

　　　　・５歳児の利用定員を認可定員のうち、２５％程度と設定する。

　　　　※　今後の入所申込状況により、上記期間中であっても、利用定員の増員を図ることについて了承することを条件とする。

（２）保育所整備量等について

　　■令和３年度保育所・小規模保育事業所整備数

　　※（　）内は、小規模保育事業所の数値を表す。

　　※年度途中開設等含む。

　　※整備計画数は「第２期子どもをみんなで育む計画」４１ページ抜粋。



【事業開始年月日：令和４年４月１日】

1号 2号 1号 2号

3～5歳 3～5歳 1～2歳 0歳 3～5歳 3～5歳 1～2歳 0歳

1 くすの木保育園 （福）わかくさ会 大畔字東割544番地5 ― 51 30 9 90 ― 31 30 9 70

2 おおたかの森せせらぎ保育園 （福）大和学園福祉会 おおたかの森南三丁目12番地9 ― 50 27 3 80 ― 30 27 3 60

3 城の星バンビーノ保育園 （福）あかぎ万葉 おおたかの森西一丁目2番地3 ― 33 22 5 60 ― 33 22 5 60

4 Nest名都借保育園 （株）キッズホーム欒
名都借字別当内1109番地1、

1108番地、1109番地
― 81 36 3 120 ― 47 36 3 86

5 ミラッツ流山向小金第二保育園 （株）MIRATZ 向小金二丁目542番1 ― 33 6 3 42 ― 33 6 3 42

6
「こころの花」ほいくえん南流山

駅前
（学）菊地学園 南流山二丁目23番地14 ― 50 24 6 80 ― 30 24 6 60

7 あい・あい保育園南流山園 AIAI child care（株）
木字神明156番地1、157番地、

158番地
― 36 19 5 60 ― 36 19 5 60
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